
平成30年６月11日
株 主 各 位

東 京 都 港 区 南 青 山 ７ 丁 目 ８ 番 ４ 号

伊豆シャボテンリゾート株式会社
代 表 取 締 役 北 本 幸 寛

（証券コード：６８１９）
　

第43期定時株主総会招集ご通知
　
拝啓 平素は格別のご高配を賜わりありがたく厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第43期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださ
いますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、以下の方法によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいまして、平成30年
６月26日（火曜日）の午後７時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し
上げます。
　
【郵送による議決権行使の場合】
　同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、上記の行使期限まで
に到着するようご返送ください。
　

敬 具

記
　

１．日 時 平成30年６月27日（水曜日）午前10時（受付開始：午前９時）
２．場 所 東京都港区南青山七丁目１番５号

島根イン青山 「パインコート」の間
(後記の会場ご案内図をご参照ください。）

３．会議の目的事項
報告事項 １．第43期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

事業報告及び連結計算書類の内容報告並びに会計監査人及び監
査役会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第43期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項
議 案 取締役６名選任の件

以 上

本年より株主総会にご出席の株主様へのお土産はとりやめとさせていただきます。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類及び添付書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト
（http://www.izu-sr.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及
び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び定款第16条の規定に基
づき、当社ウェブサイト（http://www.izu-sr.co.jp/）に記載しておりますの
で、添付書類には記載しておりません。
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添付書類

事 業 報 告

第 43 期（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

1．企業集団の現況に関する事項

　(1)事業の経過及びその成果

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の回復や雇用状況の改善が続

き、個人消費にも上昇の兆しが見られるなど、緩やかな景気回復が続きました。

　このような状況の中で、当社が展開する各レジャー施設では、経営理念である

「ステークホルダーと共に」及びブランドスローガンである「ご来園者の笑顔のた

めに」のもとに、各施設の入園者数と売上確保に努めております。

　以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高31億17百万円（前期比5.2％増）、

営業利益４億32百万円（前期比5.7％増）、経常利益４億66百万円（前期比4.9％

増）、親会社株主に帰属する当期純利益４億51百万円（前期比5.6％減）となりまし

た。

なお、当社グループは、従来「レジャー事業」、「エンターテイメント事業」、

「投資事業」の３事業を報告セグメントとしておりましたが、当連結会計年度より

単一セグメントに変更しております。

　エンターテイメント事業の売上の減少等により、当社グループの事業展開及び

経営管理体制の実態等を勘案した結果、事業セグメントは「レジャー事業」の単

一セグメントが適切であると判断したためであります。

　当社グループでは、以下の売上向上施策を行いました。

　伊豆シャボテン動物公園では、「元祖カピバラの露天風呂」が35周年を迎えまし

た。又、駐車場を拡大し繁忙期により多くのお客様にご来園いただくことができま

した。

　伊豆ぐらんぱる公園では、体験型イルミネーションとして幅広い世代のお客様か

ら高評価をいただいてまいりました「グランイルミ」が3rdシーズンを迎えること

ができました。また、夏期に営業いたします「ウォーターランドぷるぷる」がエリ

アを拡大して、小さなお子様連れに更に安心して遊んで頂けるようリニューアルい

たしました。

　また、伊豆四季の花公園が昨年12月にリニューアルし、新たにニューヨークラン

プミュージアム&フラワーガーデンとして、これまでの当社施設とは異なった客層

の開拓に貢献しております。
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　(2)設備投資等の状況

　総額６億41百万円の設備投資を行いました。これは主に当社子会社である株式会

社伊豆シャボテン公園における建物及び構築物等の「グランイルミ」等への設備投

資であります。

　(3)資金調達の状況

　該当事項はありません。

　

　(4)事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

　該当事項はありません。

　

　(5)他の会社の事業の譲受の状況

　該当事項はありません。

　

　(6)吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

　該当事項はありません。

　

　(7)他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

　該当事項はありません。

(8)対処すべき課題

①グループ全体における課題

(ア)グループ知名度の向上

当社グループは、１年間で約180万人のお客様をお迎えする施設を有しており

ます。今後の当社グループの成長のためには、当社施設をまだご存じない方々

に向けて認知度を上げ、足を運んでいただけるような施策を講じていくかが重

要な課題であると考えております。

　

(イ)人材の確保

人事・賃金制度や研修等の見直しにより、優秀な人材の確保と従業員の成長

を図り、今後の雇用環境の変化に対処し、より複雑化・高度化する業務に適切

に処理できる組織力を培うことが重要な課題であると考えております。

　

(ウ)コンプライアンスの推進

当社グループは、ステークホルダーとの信頼関係を築いてまいりました。一

度の法令違反により、これらの信頼関係を瓦解させ、ひいては企業経営に多大

なダメージを与えることとなります。このため、当社は役職員に対し、高い倫

理観と社会的責任に基づいて行動する企業風土の確立を指導すると共に、適宜

外部専門家との情報交換を行うことにより、法令・定款違反行為を未然に防止
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することが重要な課題であると考えております。

　

②事業における課題

(ア)魅力的な運営施設への改善

伊豆ぐらんぱる公園における「グランイルミ」などの新規設備投資、また老

朽化した設備の修繕などを行い、更なる運営施設の全般的な魅力向上に努める

ことが、集客力の強化の課題となっております。

　

(イ)インバウンド需要の取り込み

2017年の1年間に日本を訪れた外国人観光客様の人数は前年比19.3％増の

2,869万人となっております。今後も増加が見込まれるインバウンド客に対して

ホームページの多言語化により当社施設の存在や魅力を伝え、多言語による案

内看板の設置をはじめとする訪日外客向けの設備を充実させ、旺盛な需要を獲

得することが、集客力の強化の課題となっております。

　

(ウ)イベントの拡充

当社グループの運営施設は様々なイベントを開催しておりますが、ご来園い

ただいたお客様の顧客満足度の向上を図るイベントだけでなく、そのイベント

によって集客を図ることができる話題性のあるイベントなど魅力的なイベント

を拡充することが、集客力の強化の課題となっております。

　

(エ)物販の拡充

魅力的なオリジナル商品の企画開発・販売を行い、各運営施設の売上向上や

オリジナル商品の販売を通じての各運営施設の知名度向上を図ることが、集客

力の強化の課題となっております。

　

(オ)接遇などサービスレベルの向上

各運営施設のスタッフによるきめ細やかなサービスの提供を通じて、顧客満

足度の向上を図ることが、集客力の強化の課題となっております。

　

(カ)効果的な宣伝広告の実施

各運営施設は施設コンセプトが異なることから、広告媒体の選別を行い、夏

休みや春休み、ゴールデンウィークなど繁忙期に向けてインパクトある効果的

な宣伝広告を行うことが、集客力の強化の課題となっております。
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　(9)財産及び損益の状況

年 度

区 分

第40期

( 26.4.1～
27.3.31)

第41期

(27.4.1～
28.3.31)

第42期

(28.4.1～
29.3.31)

第43期（当期)

(29.4.1～
30.3.31)

売 上 高(百万円) 2,535 2,789 2,964 3,117

経 常 利 益(百万円) 77 56 444 466

親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 39 26 478 451

１株当たり当期純利益 (円) 1.42 0.93 16.80 15.87

総 資 産(百万円) 1,283 1,642 2,106 2,322

純 資 産(百万円) 802 829 1,303 1,755

１ 株 当 た り 純 資 産 (円) 28.17 28.87 45.77 61.64

(注) 記載金額（１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産を除く）は百万円未満を切り捨てて表
示しております。

　(10)重要な親会社及び子会社の状況

　 (ⅰ) 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

　 (ⅱ) 重要な子会社の状況

①重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金
当社の議
決権比率

主要な事業内容

株 式 会 社 伊 豆 シ ャ ボ テ ン 公 園 95百万円 100.0％ テーマパーク等の運営

株 式 会 社 Ｆ Ｌ Ａ Ｃ Ｏ Ｃ Ｏ 10百万円 100.0％ テレビＣＭの企画・制作

②特定完全子会社に関する事項

会 社 名 住 所
帳簿価額
の合計額

当社の
総資産額

株式会社伊豆シャボテン公園 静岡県伊東市富戸1085番地4 159百万円 574百万円
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　 (ⅲ) 企業結合の経過

該当事項はありません。

　 (ⅳ) 企業結合の成果

当社の連結子会社は上記の重要な子会社に記載の２社であります。

当期の連結売上高は31億17百万円（前期比5.2％増）、親会社株主に帰属する

当期純利益は４億51百万円（前期比5.6％減）であります。

　(11)主要な事業内容

事 業 部 門 主 要 な 事 業 内 容

レ ジ ャ ー 事 業 テーマパーク等の運営等

　(12)主要な営業所

(ⅰ) 当 社 本 社 （東京都港区）

(ⅱ) 子会社 株式会社伊豆シャボテン公園 （静岡県伊東市）

　(13)従業員の状況

　 (ⅰ) 企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前連結会計年度末比増減

107名 1名減

　 (ⅱ) 当社の従業員の状況

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

8名 0名 37.3歳 4.1年

　(14)主要な借入先

該当事項はありません。

　(15)その他企業集団の現況に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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2．会社の株式に関する事項

(1)発行可能株式総数 50,000,000株

(2)発行済株式の総数 28,473,704株(自己株式22,833株を除く。）

(3)株主数 15,050名

　(4)大株主一覧（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

東拓観光有限会社

ロイヤル観光有限会社

小島一元

有限会社ＭＢＬ

株式会社トーテム

株式会社ＢＥＣ

株式会社ケプラム

石川博実

山河企画有限会社

有限会社イナバ産業

2,725,000株

1,950,000株

1,351,650株

1,250,000株

1,250,000株

1,250,000株

700,000株

507,000株

420,000株

394,500株

9.57％

6.85％

4.75％

4.39％

4.39％

4.39％

2.46％

1.78％

1.48％

1.39％
(注) 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除した株式数を基準に算出し小数点以下第３

位を四捨五入しております。

　(5)その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。
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3．会社の新株予約権等に関する事項

　(1)当社役員が保有している新株予約権の状況（平成30年３月31日現在）

　 該当事項はありません。

　(2)当事業年度中に使用人等に交付した新株予約権等の状況

　 該当事項はありません。

　(3)その他新株予約権等に関する重要な事項

　 該当事項はありません。
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4．会社役員に関する事項（平成30年３月31日現在）

　(1) 取締役及び監査役の状況

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 北 本 幸 寛
㈱伊豆シャボテン公園取締役
㈱FLACOCO取締役

取 締 役 吉 村 浩太郎 ㈱伊豆シャボテン公園代表取締役

取 締 役 金 良 姫

取 締 役 布 村 洋 一 ㈱クラスコンサルティング代表取締役

取 締 役 田 中 久 信

取 締 役 田 中 正 和
エコナックホールディングス㈱社外取締役
㈱オーテック取締役（監査等委員）

監 査 役 白 石 孝 誼

監 査 役 大 月 将 幸 中央弁護士法人代表社員

監 査 役 大 箸 郁 夫

監 査 役 結 城 昭 二

(注)１．監査役大月将幸氏は、公認会計士・弁護士の資格を有しており、財務、会計及び法務に関す
る相当程度の知見を有するものであります。

２．取締役布村洋一氏、田中久信氏及び田中正和氏は、社外取締役であります。
３．監査役大箸郁夫及び結城昭二の両氏は、社外監査役であります。
４．取締役田中正和氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
５．監査役大箸郁夫氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有す

るものであります。
６．監査役大箸郁夫氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
７．決算期後の取締役及び監査役の異動

該当事項はありません。

　(2)責任限定契約の内容の概要

　当社は、社外取締役及び社外監査役全員と会社法第423条第１項の賠償責任を限

定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条

第１項に定める額を責任の限度としております。
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　(3)取締役及び監査役の報酬等の額

取締役６名 22,620千円（うち社外取締役 4名 3,800千円）

監査役４名 5,400千円（うち社外監査役 2名 2,400千円）
(注) 上記のほか社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬はありません。

　(4)社外役員に関する事項

　 ① 重要な兼職先と当社の関係

区分 氏名 兼職先
兼職
内容

当該他の法人との関係

取締役 布村 洋一 株式会社クラスコンサルティング
代表
取締役

当社との間に重要な取引その他の
関係はありません。

取締役 田中 正和
エコナックホールディングス株式会社
株 式 会 社 オ ー テ ッ ク

社外取締役
取締役

(監査等委員)

当社との間に重要な取引その他の
関係はありません。

　 ② 主要取引先等特定関係事業者との関係

　該当事項はありません。

　 ③ 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名 主 な 活 動 状 況

取締役 布村 洋一
当事業年度開催の取締役会には12回中12回に出席し、議案審議に必要な
発言を適宜行っております。

取締役 田中 久信
当事業年度開催の取締役会には12回中12回に出席し、議案審議に必要な
発言を適宜行っております。

取締役 田中 正和
当事業年度開催の取締役会には12回中12回に出席し、主に弁護士として
の専門的見地から、議案審議に必要な発言を適宜行っております。

監査役 大箸 郁夫
当事業年度開催の取締役会には12回中12回に出席し、また当事業年度の
監査役会12回のうち12回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から、
議案審議に必要な発言を適宜行っております。

監査役 結城 昭二
当事業年度開催の取締役会には12回中12回に出席し、また当事業年度の
監査役会12回のうち12回に出席し、議案審議に必要な発言を適宜行って
おります。
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5．会計監査人の状況

　(1)会計監査人の名称

ＫＤＡ監査法人

　

　(2)当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(ⅰ) 公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額

14,500千円

(ⅱ) 当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額

14,500千円
　

(注) １．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏ま
え、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並び
に会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討
した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、報酬等の金額
にはこれらの合計額を記載しております。

　

　(3)会計監査人の解任または不再任の決定の方針

　会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定

めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査

人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集

される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたし

ます。

　また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に

勘案して、監査役会は会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定

し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

　

　(4)責任限定契約の内容の概要

　当社と会計監査人ＫＤＡ監査法人は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同

法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に

基づく損害賠償責任の限度額は100万円以上であらかじめ定めた額または法令が定

める額のいずれか高い額としております。

　

― 12 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2018年06月11日 09時12分 $FOLDER; 12ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



6．会社の体制及び方針

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

業務の適正を確保するための体制

　会社法第362条第４項第６号ならびに会社法施行規則第100条第１項及び第3項に定

める「株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備」について、平成

18年５月26日開催の取締役会において下記のとおり基本方針を定めました。その後

平成27年５月14日開催の取締役会において一部を改訂いたしました。改訂後の内容

は下記のとおりです。

　

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制

①企業倫理規程をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規定を当社グル

ープの役職員が法令・定款及び社会規模を遵守した行動を取るための行動規

範として設ける。

②その周知・徹底を図るため、経営企画室においてコンプライアンスの取り組

みを横断的に総括することとし、同室を中心に役職員教育を行う。

③代表取締役直轄の内部監査部門を設置し、経営企画室と連携の上、コンプラ

イアンス体制遂行の状況を監視する。

④定期的に取締役会及び監査役会に報告するものとする。法令上疑義のある行

為等については従業員が内部監査部門への直接情報提供を行う手段として、

ホットラインを設置・運営する。

⑤当社グループは、社内外に窓口を置く内部通報制度を設け、当社グループに

おける法令違反等を早期に発見する体制を整備するとともに、通報者に不利

益が生じないことを確保する。

　

(2)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体

（以下、文書等という。）に記録し、保存する。

②取締役及び監査役ならびに内部監査部門は、文書管理規程により、常時、こ

れらの文書等を閲覧できるものとする。

　

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に

係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制

定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リ

スクの監視及び全社的対応は総務部が行うものとする。

②新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる

取締役を定める。
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(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①取締役会は取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役

はその目標達成のために各部門の具体的目標を定め、当社及び当社子会社に

周知する。

②社内規程に基づく会社の権限分配・意思決定ルールによる権限分配を含めた

効率的な達成の方法を定め、IT を活用して取締役会が定期的に進捗状況をレ

ビューし、改善を促すことを内容とする、全社的な業連会議の効率化を実現

するシステムを構築する。

(5)当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体

制

①取締役会は取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役

はその目標達成のために各部門の具体的目標を定め、当社及び当社子会社に

周知する。

②グループ企業間との緊密な連絡体制の構築とグループ経営会議を開催し、担

当部門より取締役会及び監査役会への報告を行う。

③各グループ会社が当社のコンプライアンス規定と同等の規程を制定すること

を通じて、企業倫理の確立並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制

の構築を図る。

④各グループ会社からの内部通報は、当社の社長、監査役、外部弁護士等に直

接通報できるものとする。

(6)監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使

用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使

用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①監査役は、内部監査部門所属の使用人を監査役との連絡事務局とし、監査業

務に必要な事項を命令することができるものとし、その結果を監査役会に報

告するものとする。

②監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、内部

監査部門長等の指揮命令を受けないものとする。

③当該使用人の任命、異動等については、常勤監査役の同意を得た上で決定す

るものとする。当該使用人の人事考課は監査役が行うものとする。

(7)取締役及び使用人が監査役会に報告をするための体制その他の監査役会への報告

に関する体制

①取締役または内部監査部門の使用人は、監査役会に対して、取締役会や当社

経営会議、グループ経営会議等の法定の事項に加え、内部監査の実施状況、
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コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を速やかに報

告する体制を整備する。

②報告の方法（報告者、報告受領者、報告時期等）については、取締役と監査

役会との協議により決定する方法による。

(8)その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役会と代表取締役社長及び内部監査部門との間の定期的な会合を設定す

るとともに、連絡を密にすることで適宜課題抽出・解決案策定等の意見交換

を行う。

②監査役会は会計監査人と、定期的な情報交換等の連携を図り会計監査人より

会計監査内容の説明を受ける。

③当社グループは監査役が必要と認めるときは、監査役の監査を支える弁護士、

公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要

な監査費用を認める。

(9)業務の適正を確保するための体制の運用状況

　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他

会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下の通りであります。

①内部統制システム全般

　当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内

部監査室がモニタリングし、改善を進めております。

②コンプライアンス

　当社は、当社及びグループ各社の使用人に対し、必要なコンプライアンスに

ついて、会議体での説明を行い、法令及び定款を遵守するための取り組みを行

っております。

③内部監査

　内部監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部

監査を実施いたしました。
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連 結 貸 借 対 照 表
(平成30年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

流 動 資 産 707,186 流 動 負 債 302,181

現 金 預 金 508,707 買 掛 金 40,212

売 掛 金 45,495 未 払 金 199,406

未 収 入 金 44 前 受 金 84

商 品 等 20,944 預 り 金 11,959

繰 延 税 金 資 産 113,250 未 払 法 人 税 等 5,039

そ の 他 18,743 賞 与 引 当 金 20,413

固 定 資 産 1,615,778 そ の 他 25,066

有 形 固 定 資 産 1,571,964 固 定 負 債 265,741

建 物 及 び 構 築 物 1,116,752 退 職 給 付 に 係 る 負 債 145,524

機 械 及 び 装 置 130,789 偶 発 損 失 引 当 金 89,063

土 地 88,132 そ の 他 31,153

建 設 仮 勘 定 141,975 負 債 合 計 567,923

そ の 他 94,314 純 資 産 の 部

無 形 固 定 資 産 4,224 株 主 資 本 1,758,110

ソ フ ト ウ エ ア 3,522 資 本 金 100,000

そ の 他 702 資 本 剰 余 金 425,423

投資その他の資産 39,588 利 益 剰 余 金 1,244,783

投 資 有 価 証 券 10,873 自 己 株 式 △12,097

長 期 化 営 業 債 権 12,156 その他の包括利益累計額 △3,068

破 産 更 生 債 権 等 3,399 その他有価証券評価差額金 △3,068

そ の 他 28,715

貸 倒 引 当 金 △15,556 純 資 産 合 計 1,755,041

資 産 合 計 2,322,964 負債及び純資産合計 2,322,964

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 3,117,281

売 上 原 価 1,081,483

売 上 総 利 益 2,035,797

販売費及び一般管理費 1,603,472

営 業 利 益 432,324

営 業 外 収 益

受 取 利 息 170

受 取 賃 貸 料 1,484

償 却 債 権 取 立 益 3,941

保 険 解 約 返 戻 金 18,335

そ の 他 13,165 37,097

営 業 外 費 用

支 払 利 息 96

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 2,645

そ の 他 125 2,867

経 常 利 益 466,555

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 462

受 取 保 険 金 6,076 6,539

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 損 694

固 定 資 産 除 却 損 1,089

減 損 損 失 570 2,353

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 470,740

法人税、住民税及び事業税 30,685

法 人 税 等 調 整 額 △11,791 18,893

当 期 純 利 益 451,847

親会社株主に帰属する当期純利益 451,847

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合 計

当期首残高 100,000 425,462 792,936 △11,886 1,306,512

当期変動額

親会社株主に帰属する
当期純利益

451,847 451,847

自己株式の取得 △260 △260

自己株式の処分 △38 49 10

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― △38 451,847 △210 451,597

当期末残高 100,000 425,423 1,244,783 △12,097 1,758,110

（単位：千円）

その他の包括利益累計額

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額 合 計

当期首残高 △3,041 △3,041 1,303,470

当期変動額

親会社株主に帰属する
当期純利益

451,847

自己株式の取得 △260

自己株式の処分 10

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△26 △26 △26

当期変動額合計 △26 △26 451,570

当期末残高 △3,068 △3,068 1,755,041
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成30年５月25日

伊豆シャボテンリゾート株式会社

　取締役会 御中

Ｋ Ｄ Ａ 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 毛 利 優 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 園 田 光基 ㊞

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、伊豆シャボテンリゾート株式会社の平成29
年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計
算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査
の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施する
ことを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表
明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監
査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。ま
た、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積り
の評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、伊豆シャボテンリゾート株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計
算書類に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係
はない。

以 上
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貸 借 対 照 表
(平成30年３月31日現在)

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円

流 動 資 産 56,507 流 動 負 債 16,300

現 金 預 金 49,887 買 掛 金 86

売 掛 金 225 未 払 金 8,643

前 払 費 用 2,322 未 払 法 人 税 等 950

そ の 他 4,071 未 払 費 用 1,409

固 定 資 産 517,669 預 り 金 1,099

有 形 固 定 資 産 164,159 賞 与 引 当 金 2,025

建 物 及 び 構 築 物 163,757 そ の 他 2,087

工 具 器 具 備 品 401 固 定 負 債 6,368

無 形 固 定 資 産 702 退 職 給 付 引 当 金 6,368

そ の 他 702 負 債 合 計 22,668

投資その他の資産 352,807 純 資 産 の 部

投 資 有 価 証 券 10,073 株 主 資 本 554,575

関 係 会 社 株 式 169,683 資 本 金 100,000

長 期 貸 付 金 165,776 資 本 剰 余 金 425,423

長 期 化 営 業 債 権 9,000 資 本 準 備 金 186,500

敷 金 ・ 保 証 金 6,400 そ の 他 資 本 剰 余 金 238,923

そ の 他 1,628 利 益 剰 余 金 41,249

貸 倒 引 当 金 △9,754 そ の 他 利 益 剰 余 金 41,249

繰 越 利 益 剰 余 金 41,249

自 己 株 式 △12,097

評価・換算差額等 △3,068

その他有価証券評価差額金 △3,068

純 資 産 合 計 551,507

資 産 合 計 574,176 負債及び純資産合計 574,176

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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損 益 計 算 書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

科 目 金 額

千円 千円

売 上 高 169,747

売 上 原 価 11,172

売 上 総 利 益 158,574

販売費及び一般管理費 152,001

営 業 利 益 6,573

営 業 外 収 益

受 取 利 息 1,696

償 却 債 権 取 立 益 3,941

連結納税個別帰属額調整益 2,433

そ の 他 3,043 11,114

営 業 外 費 用

連結納税個別帰属額調整損 38,368

そ の 他 1 38,369

経 常 損 失 △20,680

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 0 0

税 引 前 当 期 純 損 失 △20,680

法人税、住民税及び事業税 △34,986

当 期 純 利 益 14,305

（記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。）
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株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

当期首残高 100,000 186,500 238,962 425,462

当期変動額

当期純利益

自己株式の取得

自己株式の処分 △38 △38

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― ― △38 △38

当期末残高 100,000 186,500 238,923 425,423

（単位：千円）

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合 計

その他利
益剰余金 利益剰余

金合計繰越利益
剰余金

当期首残高 26,944 26,944 △11,886 540,520

当期変動額

当期純利益 14,305 14,305 14,305

自己株式の取得 △260 △260

自己株式の処分 49 10

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

当期変動額合計 14,305 14,305 △210 14,055

当期末残高 41,249 41,249 △12,097 554,575
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（単位：千円）

評価・換算差額等

純資産合計そ の 他
有 価 証 券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当期首残高 △3,041 △3,041 537,478

当期変動額

当期純利益 14,305

自己株式の取得 △260

自己株式の処分 10

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

△26 △26 △26

当期変動額合計 △26 △26 14,028

当期末残高 △3,068 △3,068 551,507
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
平成30年５月25日

伊 豆 シ ャ ボ テ ン リ ゾ ー ト 株 式 会 社
　取締役会 御中

Ｋ Ｄ Ａ 監 査 法 人
指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 毛 利 優 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 園 田 光基 ㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、伊豆シャボテンリゾート株式会社
の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第43期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行
った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算
書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重
要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と
判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びそ
の附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥
当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及び
その附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画
を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するた
めの手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及
びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的
は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方
針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及
びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益
の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関
係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第43期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につい
て報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必
要に応じて説明を求めました。
　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の
執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために
必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役
会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を監視及び
検証いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度
に係る事業報告及び附属明細書について検討いたしました。
　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げている事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月
28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の報告を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損
益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

　一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているも
のと認められます。
　二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認
められません。
　三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認められます。また、当該
内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人ＫＤＡ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人ＫＤＡ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認められます。

平成30年５月25日

伊豆シャボテンリゾート株式会社 監査役会

常 勤 監 査 役 白 石 孝 誼 ㊞

監 査 役 大 月 将 幸 ㊞

監査役（社外監査役）大 箸 郁 夫 ㊞

監査役（社外監査役）結 城 昭 二 ㊞

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 取締役６名選任の件

　取締役北本幸寛氏、吉村浩太郎氏、金良姫氏、布村洋一氏、田中久信氏及び田中正
和氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。あらためて取締役６名の選任
をお願いしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 の 株
式 の 数

１
北 本 幸 寛
(昭和45年６月14日生)

平成12年８月 ㈱ハートライン代表取締役就任

0株

平成19年６月 ㈱クオンツ取締役就任

平成20年９月 ㈱クオンツ取締役退任

平成26年11月 当社代表取締役社長就任（現任）

【重要な兼職の状況】

㈱伊豆シャボテン公園 取締役

㈱FLACOCO 取締役

２
吉 村 浩 太 郎
(昭和52年５月22日生)

平成26年11月 ㈱伊豆シャボテン公園

代表取締役就任（現任）

1,000株平成28年６月 当社取締役就任（現任）

【重要な兼職の状況】

㈱伊豆シャボテン公園 代表取締役

３
金 良 姫
(昭和48年12月６日生)

平成26年11月

平成29年６月

当社社外取締役就任

当社取締役就任（現任）
0株

４
布 村 洋 一
(昭和37年７月７日生)

平成21年７月 ㈱クラスコンサルティング

代表取締役就任（現任）

500株平成26年11月 当社社外取締役就任（現任）

【重要な兼職の状況】

㈱クラスコンサルティング 代表取締役

５
田 中 久 信
(昭和21年11月８日生)

昭和40年３月 警視庁入庁

0株

平成18年４月 警視昇任

平成19年３月 警視庁退職

平成19年４月 ㈱髙島屋入社

平成24年５月 ㈱髙島屋退職

平成24年６月 黒潮総合法律事務所相談役就任

（現任）

平成26年11月 当社社外取締役就任（現任）
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候補者
番 号

氏 名
(生年月日)

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所 有 す る
当 社 の 株
式 の 数

６
田 中 正 和
(昭和26年５月８日生)

昭和58年４月 弁護士登録

1,000株

昭和58年４月 松下照雄法律事務所入所

昭和62年４月 齋藤正和法律事務所開設同事務所代表

（現任）

平成24年６月 ㈱オーテック社外監査役就任

平成26年６月 エコナックホールディングス㈱

社外取締役就任（現任）

平成26年11月 当社社外取締役就任(現任)

平成28年６月 ㈱オーテック取締役(監査等委員)

就任(現任）

【重要な兼職の状況】

エコナックホールディングス㈱社外取締役

㈱オーテック取締役（監査等委員）

(注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．布村洋一氏、田中久信氏及び田中正和氏は社外取締役候補者であります。
３．社外取締役候補者の選任理由

　布村洋一氏は、既に約３年６ヶ月間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に
立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な
指導をお願いできるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　田中久信氏は、既に約３年６ヶ月間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に
立って適切な意見をいただいており、今後も引き続き取締役会の意思決定に際して適切な
指導をお願いできるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　田中正和氏は、既に約３年６ヶ月間当社の社外取締役として、公正かつ客観的な立場に
立って適切な意見をいただいており、また弁護士の資格を有し、豊富なキャリアに基づく
法律に関する専門知識を当社の経営に反映していただくことができると判断し、社外取締
役として選任をお願いするものであります。

４．当社は、布村洋一氏、田中久信氏、田中正和氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基
づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に
基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額とし、本総
会において、各氏の再任が承認された場合、本契約を継続する予定であります。

以 上
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渋谷IC出口 高樹町IC出口

高樹町IC入口

宮益坂

骨
董
通
り

六本木通り

青
山
通
り

金
王
坂

京王井の頭線

東急田園都市線 東京メトロ半蔵門線

東京メト
ロ銀座線

首都高速３号線

表参道駅

南青山５丁目

パラカ港区南青山第６

株主総会会場ご案内図
　

会 場 東京都港区南青山七丁目１番５号

島根イン青山

「パインコート」の間

℡ 03-3797-3399（代表）

交通機関 ･地下鉄銀座線・千代田線・半蔵門線 表参道駅より徒歩15分

･渋谷駅から都営バス（都01）系統

「新橋駅行き」ご乗車「青山学院中等部前」下車 徒歩2分

･新橋駅から都営バス（都01）系統

「渋谷駅行き」ご乗車「青山学院中等部前」下車 バス停前

･ハチ公バス

「渋谷四丁目」下車 バス停前

本年より株主総会にご出席の株主様へのお土産はとりやめとさせていただ

きます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
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